
政治資金規正法施行規則 第11号様式（第４条関係）） 
 

届 出 事 項 等 の 異 動 届 

令和○年11月20日   

    
総 務 大 臣

長野県選挙管理委員会
 殿 

 

政治団体の名称   「収支大事郎」後援会             

 事務所の所在地   長野市大字南長野南県町６８６－１       

代表者の氏名   収支 大事郎                  

 
政治資金規正法第６条第１項の規定により届け出た事項 
政治資金規正法第６条第２項の規定により提出した綱領等の内容  に異動があったので、同法第７条の 

 
規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

記 

異 動 事 項 内                  容 異動年月日 

ふ り が な 

名    称 

新  
・  ・ 

旧  

主たる事務所 
の 所 在 地 

新 
 (〒３８０－０８３６)(電話 ０２６－２３４－９５０１) 

長野市大字南長野南県町６８６－１ 
７・11・18 

旧 
 (〒３８０－８５７０)(電話 ０２６－２３２－０１１１) 

長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

 
ふ  り  が  な 

氏     名 住          所 生年月日  

代  表  者 

新  
(〒       )(電話         ) 明･大･昭･平 

 
・ ・ ・  ・ 

旧  
(〒       )(電話         ) 明･大･昭･平 

・ ・ 

会 計 責 任 者 

新  
(〒       )(電話         ) 明･大･昭･平 

・ ・ 
・  ・ 

旧  
(〒       )(電話         ) 明･大･昭･平 

・ ・ 

会計責任者の 
職 務 代 行 者 

新  
(〒       )(電話         ) 明･大･昭･平 

・ ・ 
・  ・ 

旧  
(〒       )(電話         ) 明･大･昭･平 

・ ・ 

主  た  る 
活 動 区 域 

新  旧  ・  ・ 

課税上の優遇措置 
の適用関係の有無 新 

□  有 
□  無 旧 

□  有 
□  無 ・  ・ 

綱領、党則、 
規  約  等 新      別紙のとおり 旧      別紙のとおり ・  ・ 

被 推 薦 書 新      別紙のとおり 旧  ・  ・ 

国会議員関係 
政治団体の区分 

新 

□政治資金規正法第19条の７第１項第１
号に係る国会議員関係政治団体 

□政治資金規正法第19条の７第１項第２
号に係る国会議員関係政治団体 

□政治資金規正法第19条の７第１項第３
号に係る国会議員関係政治団体 

□国会議員関係政治団体以外の政治団体 

旧 

□政治資金規正法第19条の７第１項第１
号に係る国会議員関係政治団体 

□政治資金規正法第19条の７第１項第２
号に係る国会議員関係政治団体 

□政治資金規正法第19条の７第１項第３
号に係る国会議員関係政治団体 

□国会議員関係政治団体以外の政治団体 

・  ・ 

 

公職の候補 
者の氏名等 

新  旧  ・  ・ 

公職の種類等 新  旧  ・  ・ 

国会議員関係政治団体 
に該当する旨の通知 新      別紙のとおり 旧  ・  ・ 

国会議員関係政治団体 
に該当しなくなった旨の通知 新      別紙のとおり 旧  ・  ・ 

そ の 他 の 
届 出 事 項 

 ・  ・ 

異動後の内容を記載し

て下さい。 

【お問合せが多い留意点】 

○異動があった日から７日以内に届出が必要です。郵送による提出はできません。 

○届出事項の一部が異動となる場合（例：主たる事務所の所在地のうち電話番号だけが異動 等）

も、異動しない内容を含めて新旧欄をすべて記入する必要があります。 

○異動に伴い規約等が変わる場合は、新たなものを添付して下さい。 

○政党（支部）は、名称、主たる事務所の所在地、活動区域を移動する場合、政治資金規正法施行規

則第 21号様式（支部証明書）を添付して下さい。 

○資金管理団体は、異動届の内容により政治資金規正法施行規則第 26 号様式（資金管理団体届出事項

の異動届）が必要になることがあります。内容を確認し、提出漏れの無いようにして下さい。 



 

 

 


